
令和４年度市町村健全化判断比率等の概要について 

 

○ 実質赤字及び連結実質赤字が生じた市町村はない。（平成19年度（比率の初公表）か

ら16年連続） 

○ 実質公債費比率は、元利償還金の増等により、県平均で0.1ポイント増の6.4％であ

り、地方債の許可団体となる18％以上はない。（平成22年度から13年連続） 

※早期健全化基準25％以上の市町村がないのは平成19年度から16年連続。 

○ 将来負担比率は、充当可能基金の増、公営企業（水道・下水道事業等）債等繰入見込

額の減（地方債現在高の減）等により、県平均で6.4ポイント減の 22.4％であり、早

期健全化基準350％以上となった市町村はない。 

  ※早期健全化基準350％以上の市町村がないのは平成19年度から16年連続。 

○ 資金不足が生じた公営企業はない。（平成22年度から13年連続） 

（注）実質公債費比率及び将来負担比率は加重平均である。 

 

健全化判断比率の推移                         (単位：％) 
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（１）行政順 （単位：％）

早期健全化基準 早期健全化基準 順位 順位

水戸市 - 11.25 - 16.25 9.2 7 132.9 1

日立市 - 11.46 - 16.46 0.1 44 - 32

土浦市 - 11.76 - 16.76 5.1 33 5.1 30

古河市 - 11.75 - 16.75 5.5 31 26.4 20

石岡市 - 12.56 - 17.56 6.7 23 2.0 31

結城市 - 13.17 - 18.17 7.0 18 33.8 17

龍ケ崎市 - 12.72 - 17.72 4.6 34 - 32

下妻市 - 13.20 - 18.20 7.6 16 77.1 4

常総市 - 12.72 - 17.72 8.2 13 52.5 9

常陸太田市 - 12.77 - 17.77 3.8 38 - 32

高萩市 - 13.91 - 18.91 6.9 19 31.9 18

北茨城市 - 13.22 - 18.22 11.6 3 98.5 2

笠間市 - 12.51 - 17.51 6.7 23 - 32

取手市 - 12.12 - 17.12 6.7 23 9.2 27

牛久市 - 12.66 - 17.66 2.6 42 - 32

つくば市 - 11.25 - 16.25 5.5 31 7.4 29

ひたちなか市 - 11.74 - 16.74 10.4 4 73.7 5

鹿嶋市 - 12.77 - 17.77 6.4 26 44.4 13

潮来市 - 13.82 - 18.82 10.1 5 40.4 15

守谷市 - 12.88 - 17.88 4.5 35 - 32

常陸大宮市 - 12.87 - 17.87 8.8 10 24.2 21

那珂市 - 12.93 - 17.93 4.0 37 - 32

筑西市 - 12.05 - 17.05 7.8 14 51.6 10

坂東市 - 12.86 - 17.86 6.9 19 50.4 11

稲敷市 - 12.90 - 17.90 9.0 9 - 32

かすみがうら市 - 13.14 - 18.14 9.5 6 54.7 8

桜川市 - 13.08 - 18.08 7.7 15 31.7 19

神栖市 - 11.89 - 16.89 3.7 39 23.5 22

行方市 - 13.18 - 18.18 8.7 12 36.0 16

鉾田市 - 12.92 - 17.92 9.1 8 - 32

つくばみらい市 - 12.93 - 17.93 6.4 26 18.5 25

小美玉市 - 12.88 - 17.88 6.4 26 20.1 23

茨城町 - 13.74 - 18.74 5.9 30 8.1 28

大洗町 - 15.00 - 20.00 6.9 19 86.4 3

城里町 - 14.26 - 19.26 8.8 10 42.2 14

東海村 - 13.03 - 18.03 3.1 41 - 32

大子町 - 14.28 - 19.28 3.7 39 45.4 12

美浦村 - 15.00 - 20.00 7.5 17 56.2 7

阿見町 - 13.24 - 18.24 4.2 36 - 32

河内町 - 15.00 - 20.00 6.4 26 - 32

八千代町 - 14.67 - 19.67 6.8 22 19.8 24

五霞町 - 15.00 - 20.00 13.5 1 16.6 26

境町 - 14.28 - 19.28 12.8 2 64.2 6

利根町 - 15.00 - 20.00 1.3 43 - 32

加重平均 － － 6.4 22.4

資金不足が生じた公営企業の状況（速報値） ※経営健全化基準２０％

（単位：千円、％）

団体名 資金不足比率

該当なし －

※　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は「－」で表示している。

※　実質公債費比率及び将来負担比率の平均は、加重平均である。

※　令和５年８月末現在の速報値であり、今後、数値の変更が生じる場合がある。

※　順位は指標上好ましくない方からの順位である。

特別会計名 資金不足額

－ －

令和４年度決算に基づく県内市町村の健全化判断比率の状況（速報値）

市町村名
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率

※早期健全化基準25％

将来負担比率

※早期健全化基準350％

指標が高い市町村順は次頁を参照
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（２）比率順

（単位：％）

1 五霞町 13.5 1 水戸市 132.9

2 境町 12.8 2 北茨城市 98.5

3 北茨城市 11.6 3 大洗町 86.4

4 ひたちなか市 10.4 4 下妻市 77.1

5 潮来市 10.1 5 ひたちなか市 73.7

6 かすみがうら市 9.5 6 境町 64.2

7 水戸市 9.2 7 美浦村 56.2

8 鉾田市 9.1 8 かすみがうら市 54.7

9 稲敷市 9.0 9 常総市 52.5

10 常陸大宮市 8.8 10 筑西市 51.6

10 城里町 8.8 11 坂東市 50.4

12 行方市 8.7 12 大子町 45.4

13 常総市 8.2 13 鹿嶋市 44.4

14 筑西市 7.8 14 城里町 42.2

15 桜川市 7.7 15 潮来市 40.4

16 下妻市 7.6 16 行方市 36.0

17 美浦村 7.5 17 結城市 33.8

18 結城市 7.0 18 高萩市 31.9

19 高萩市 6.9 19 桜川市 31.7

19 坂東市 6.9 20 古河市 26.4

19 大洗町 6.9 21 常陸大宮市 24.2

22 八千代町 6.8 22 神栖市 23.5

23 石岡市 6.7 23 小美玉市 20.1

23 笠間市 6.7 24 八千代町 19.8

23 取手市 6.7 25 つくばみらい市 18.5

26 鹿嶋市 6.4 26 五霞町 16.6

26 つくばみらい市 6.4 27 取手市 9.2

26 小美玉市 6.4 28 茨城町 8.1

26 河内町 6.4 29 つくば市 7.4

30 茨城町 5.9 30 土浦市 5.1

31 古河市 5.5 31 石岡市 2.0

31 つくば市 5.5 32 日立市 -

33 土浦市 5.1 32 龍ケ崎市 -

34 龍ケ崎市 4.6 32 常陸太田市 -

35 守谷市 4.5 32 笠間市 -

36 阿見町 4.2 32 牛久市 -

37 那珂市 4.0 32 守谷市 -

38 常陸太田市 3.8 32 那珂市 -

39 神栖市 3.7 32 稲敷市 -

39 大子町 3.7 32 鉾田市 -

41 東海村 3.1 32 東海村 -

42 牛久市 2.6 32 阿見町 -

43 利根町 1.3 32 河内町 -

44 日立市 0.1 32 利根町 -

※　比率が同率の場合は行政順に掲載している。

順
位

実質公債費比率

※早期健全化基準25％

順
位

将来負担比率

※早期健全化基準350％
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